
OECD加盟国（30ケ国）における年金制度の概要  

国名  社会保険方式   税方式   と   

イギリス   ○  

ドイツ   ○  

○  フランス  

イタリア   ○   ○  

○  オランダ  

○  ベルギー  

○  ルクセンブルグ  
E  

○  フィンランド  
∪  

スウェーデン   ○   ○  
加  

○  オーストリア  
盟  

デンマーク   ○   ○  
国  

スペイン   ○   ○  
り9）  

ポルトガル   ○  

○  ギリシャ  

○  アイルランド  

○  チェコ  

○  ハンガリー  

ポーランド   ○   ○  

○  スロヴァキア  

日本   ○  

○  アメリカ合衆国  

非  ○   ○   基礎年金  

○  E  

∪  ○   ○  

加  ○  

○  盟  

○  国  

○  （11）  

○  トルコ  

○  韓国  

※ ニュージーランドを除く全ての国で社会保険方式を採用。  

ただし、次の国は社会保険方式と税方式を併用。   

・カナダ、オーストラリア、デンマーク‥・基礎年金（1階部分）に税方式を採用   

・イタリア、スウェーデン、スペイン、ポーランド‥・最低保障の部分に税方式を採用   

（出典）Socia［SecurityAdministration（USA），SocialSecurity打OgramS777rOughouttheWbrId   



基礎年金に税方式を採用する主要国の年金制度  

○ オーストラリア及びカナダでは、基礎年金受給について所得や保有資産による制限が課されている。  
○ 海外移住者が年金を受け取る場合、カナダにおいて国内居住要件が20年とされるなど、海外移住者への年   

金給付は制限される。  
○ オーストラリアについては、高齢者の3割が基礎年金を支給されず、受給者の4割が減額支給。  
○ ニュージーランドは、少子高齢化による財政圧迫の懸念を受けて、1991年に給付水準の引下げ、年金受給   

者の所得への課税がなされ、1992年から2001年にかけて支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた。   
なお、2007年から任意加入の確定拠出型の上乗せ年金制度が導入された。  

カナダ   オーストラリア   ニュージーランド   

受給資格要件   18歳以降、国内に10年以上居住  国内に10年（継続した10年又は継続した5  20歳以降、国内に10年以上か  
年を含む10年）以上居住   つ50歳以降5年以上居住   

支給開始年齢   65歳   男性：65歳  65歳   

女性：63．5歳（2013年までに65歳に引上げ）  
年金額（月額）   476．97加ドル   999．40豪ドル   1，055．60NZドル   
（満親受給の場合）   （44，835円）   （84，949円）   （82，865円）   

所得や資産による  所得及び資産による制限あり。   所得や資産による制限なし。  
制限の有無   

年間62，144加ドル、（5，251．168円）以  ［所得による制限（2007年）］  

上の所得の15％分に相当する額を年  ・2週あたり132豪ドル（10，560円）を超える所得が  
金から減額。   ある場合は減殺、1459．25豪ドル（116，740円）を超  

えれば、不支給。  

［資産による制限（持家ありの場合）］  

－166．750豪ドル（13，340，000円）以上の資産を保有  

する場合は減額、343．750豪ドル（27，500，000）を  

超えれば不支給。   

海外送金の制限   18歳以降、国内に20年以上居住した  50％相当を減績   

者の申送金   

他の公的年金制度  
2階あり   2階あり   2階なし   

の有無  

注1：上記は豪の所得及び資産による制限を除き2006年のデータ。年金額、資産や所得の制限における額は、単身者の場合。  

注2：為替レートは、日本銀行の基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（平成18年上半期）による。  

（資料出所）「先進諸国の社会保障②」（小松隆二、塩野谷祐一編東京大学出版会）、米国社会保障庁「SocialSecurity Programs  
Throughout the World」、各国政府資料より作成。  14   



日本の基礎年金と諸外国の税方式年金の給付規模の簡易比較  

［レート（2005年）：1加ドル＝84．5円、1豪ドル＝80．0円、1NZドル＝73．8円］  

日本   カナダ   オーストラリア   
ニュージーランド   

税負担額  

（十）  

［2005年度］   
約6．2兆円   222億加ドル   208億豪ドル   53億NZドル  

※1  
（1兆8759億円）   （1兆6647億円）   （3910億円）   

国内総生産  
1兆3714億加ドル   9660億豪ドル   1566億NZドル  

（②）  501兆4026億円  
（115兆8833億円）   （77兆2800億円）   （11兆5570．8億円）   

［2005年］  

①／②   約1．2％   約1．6％   約2．2％   約3．3％   

他の公的年金  
2階あり   2階あり   2階あり   2階なし   

制度の有無  

高齢化率  

［2005年度］   19．7％   13．1％   13．1％   12．2％   

※3  

日本以外の国の年金給付は全額税負担。日本の給付総額は、17．2兆円（基礎年金給付費（12・8兆円）と旧法によるみなし基礎年金給付費  

兆円）の合計額）であり、仮に給付総額の2分の1を国庫負担した場合の対GDP比は、約1・7％になる0  
※2 各国の税負担額については、カナダは「OldAgeSecurity」、オーストラリアは「AgePension」（WidowBPension及びWifePensionを含む0）、   

ニュージーランドは「NewZeaIandSuperannuation」（課税後の額で補足給付は含めない。）の給付に係る負担額。  
※3 高齢化率は、全人口に占める65歳以上人口の割合。  

（資料出所）諸外国の給付総薩は各国政府の公表資料、各国の国内総生産額はOECDのデータ、高齢化率は国連「Population  
Database」による。  
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国民年金保険料の徴収に係る事務コストについて  

○ 徴収額100円当たりの徴収コスト（試算）（平成15年度）  

3．17円  

（参考）  

・政管健保・厚生年金 0．13円  
・国税1．67円  

○ 国民年金保険料徴収に関わる職員数（平成18年度）  

約2，500人  

（社会保険庁全体は17，100人）  

この他に、非常勤職員約4，700人  

16   



日本・英国■米国における年金被保険者の適用状況と徴収方法等の比較  
緑：源泉徴収、黄：個別徴収  

日 本  イギリス  アメリカ  

厚生年金  

＜保険料＞所得比例【源泉徴収】  

言○常用雇用者（約3300万人）   国民保険に強制加入  OASDIに強制加入  

（基礎年金＋国家第2年金）  

国民年金  
低  

所  

＜保険料＞定額【個別徴収】  所  ≪保険料≫所得比例【源泉徴収】  

＝パート（約600万人）  ≪保険料≫所得比例【源泉徴収】   者  

者  は  

未満事業所の被用者、家族従  は  適  

（約600万人）  用  

息 加  

国民保険に強制加入  入  

除 外  

○自営業者（約400万人）  （基礎年金）  
OASDIに強制加入  

（うち所得税の申告納税者は約350万人）  

≪保険料≫定額【個別徴収】  

（高収益者）＋所得比例【個別徴収】  ≪保険料≫所得比例【個別徴収】  

○無職者（約700万人）  

（20～64歳人口の約8．9％）  任意押入   適用除外  

…………‖……………………‖．  い……………………．．．．……．．…   ■■    l！■出■  鼠 漫   
；約1140万人：16～64歳人口の約30％；   ；約2700万人：18～64歳人口の約15％；   

【日本と英国・米国の相違点について】  
－■■■■＝■■…■‘…■■’■…■■■■■刷1…………′  －‖…－■■……■■■■‘■…■■■■■■■■…■■■………■…   

○ 英国・米国では、無職者や低所得者を任意加入・適用除外とし、税と年金保険料の徴収対象者が比較的重なっていることから、   
税務当局が、税とともに徴収を行うことができる。  

○ 一方、日本では、無職者を含め、20歳以上の全国民を加入対象とするとともに、給与を源泉徴収されているパート労働者等に   
っいても、保険料は個別徴収の対象としているが、これら加入対象者のうち、低収入の被用者（年収500万円以下）については、  
事業主は税務当局に対する源泉徴収票の提出義務を負っていないことから、税務当局は、この層を把握できていない0  
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運用基盤等の充実・強化のための取組み  

平成   

9年1月：基礎年金番号の導入  
12年4月：地方事務官制度の廃止  

市町村における徴収事務を国に移管（全国統一的な事務執行が可能）  
コンビニ納付の導入  

年金加入記録のお知らせ（58歳通知）、年金見込額の提供の実施  
市町村からの所得情報の取得  
強制徴収の実施  

14年4月  
16年2月  

3月   

10月  

1了年4月：若年者納付猶予制度の創設  

口座振替割引制度の導入   

10月：裁定請求書の事前送付（ターンアラウンド）の実施  

インターネットを活用した年金加入記録の提供  

多段階免除制度の導入  
年金記録相談の特別強化  
クレジットカード納付の導入  

「ねんきん定期便」の実施による保険料納付実績の通知  
未納者に対する短期の国民健康被保険者証の交付など国保との連携  

社会保険オンラインシステムの刷新  
住民基本台帳ネットワークシステムの活用による住所情報等を取得。  
これにより、届出処理を省略  

18年3月  
7月  

8月  

20年2月  
4月   

●
 
●
 
 
 
 
●
 
●
 
 

月
月
 
 

1
 
4
 
 

年
 
 

3
 
 

2
 
 

23年度中：社会保障カード（仮称）の導入  
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納付率向上に向けた戦略  

納めやすい環境づ＜り  

○口座振替の推進  
○口座振替害帽l制度の導入（H17．4～）  

（口座振替率）  

16年度末  17年度末  18年度末  
37％ → 40％ → 40％  

651万人  660万人 642万人  

○任意加入者の口座振替の原則化  

（H20．4′））  

○コンビニ納付の導入（H16．2～）  
（利用状況）  

16年度  17年度  18年度  

347万件→589万件→ 749万件   

○インターネット納付の導入（H16．4～）  
（利用状況）  

16年度  17年度  18年度  

7万件 → 14万件→ 24万件   

○クレジットカード納付の導入  
（H19年度′））  

○税申告時の社会保険料控除証明書   
の添付義務化（H17．11～）  

広報・年金教育等  
○ねんきん定期便等、きめ細かい情報・サービスの提供  ○年金制度の安心感、有利性をわかりやすく伝え国民の不安を払拭 ○学生・生徒に対し、年金制度の意義等に関する理解を促進  

■   
※下線部は、今般法律等により新たに措置した事項   

19  



公的年金制度における未加入者・未納者数の推移（平成9年度～18年度）  

6，000  

5，000  

4，000  

3，000  

2，000  

1，000  

平成9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

□未納者数（千人） ■未加入者数（千人）  

注）未納者とは、過去24か月の保険料が未納となっている看である。  

注）平成17年度の未納者数は、不適正な免除手続の影響を排除した数値である。  

注）平成10，13及び16年度の未加入者数は、公的年金加入状況等調査による。他の年度の未加入者数は、これらの年度から単純に線型按分したもの。  

離斗蛸与太朗度にかすう原綿食後晩酌寮綿状乳と  

う後。敢紛恥っ、、1． （礼ゑ叔願）  20   



国民年金保険料の納付状況等の推移及びその分析  

①平成9年度以降、全ての市町村において20歳到達者で加  

入手続を行わない者に対する職権適用（国民年金手帳の送  

付）が行われた結果、未加入者（注）数が大幅に減少  

（注）「未加入者」とは、国民年金の第1号被保険者に該当するが、加入   

手続を行っていないため、第1号被保険者として把握されていない者   

② 平成13年度以前（地方分権前）には、現在の免除基準に  

は該当しない看であっても、特例で免除が認められていた  

（特例免除）   

（例）免除基準上非免除となるが所得が低いと考えられる者   

○①未加入者の影響、②特例免除の影響を排除して納付率  

を算出することにより、市町村が保険料を徴収していた時代  

の納付率を現在と同じ条件で比較することが出来る（いわば  

実力ベースの納付率）。  

（注）未加入者及び特例免除を分母に加えることにより、納付率の比較  
を行う。   

○ 平成9年度の納付率（79．6％）について、「実力ベース」での  

納付率を計算すると、次のとおり  

●未加入者の影響を排除 → 73．7％  

未加入者及び免除者を考慮した納付率  

5 6 0 8 9（尋1112 ㊥1415 ㊥1718  

園 未加入者数（千人）・・・・← 納付率  ‾菓‾ 未加入者を考慮した納付率  

「ト 未加入者及び特例免除の影響を排除した納付率  

●未加入者及び特例免除の影響を排除 →69．9％  
（注）平成4，7，10，13及び16年度の未加入者数は公的年金加入状況等調査による。   

他の年度における未加入者数は、これらの年度から単純に線型按分したもの。  
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未納者の増加による財政影響  

将来  現在   

未納が増加すると  

国民年金制度分   被用者年金制度分  

被用者年金制度では支出の増加に伴って収支が悪化  →  支出が減少するため積立金が回復  

（＝年度末積立金の減少）  

したがって、未納による財政影響は限定的である。  

22   



1 年金記録の名寄せの前倒し  

（1）「5000万件」の記録とすべての方の記録との名寄せの前倒し  
【20年5月】→【19年12月～20年3月を目途】  

（2）「1430万件」イ36万件」のマイクロフィルムのデータを磁気化し、すべての加入者   
のコンピュータの記録と名寄せ（あわせて結果の通知）【20年5月までを目途】  

2 すべての方への加入履歴のお知らせ（「ねんきん特別便」）  

（1）「5000万件」の名寄せの結果、記録が結び付くと思われる方へのお知らせの前倒し  

）  

① 既に年金を受け取られている方：つ【20年6～8月】  

② 今後年金を受け取る予定の方：【20年6月～21年3月】   
【19年12月～  

→20年3月を目途】  

（2）その他のすべての方へのお知らせ   

① 既に年金を受け取られている方：【20年9月～21年3月】→【20年4～5月を目途】   

② 今後年金を受け取る予定の方：【35、45、58歳通知で対応】  
→全員へお知らせ【20年6ん10月を目途】  

3 コンピュータの記録と台帳等との計画的な突き合わせ  【進捗状況を半年毎に公表】  

① 社会保険庁が保管する国民年金の特殊台帳の記録  

② 市町村が保有する国民年金の被保険者名簿の記録  

③ 社会保険庁が保管する厚生年金の被保険者名簿・原票の記録   
※コンピュータへの転記が正確かどうかのサンプル調査を実施  

4 「年金記録確認第三者委員会」（総務省）における記録確認   

社会保険庁等に記録がなく、ご本人も領収書等がない事例について、個別に、ご本  
人の立場に立って、公正に判断。  

5 相談体制の拡充  

① すべての市町村において、社会保険労務士の協力も得て巡回相談を実施。【19年   
7月中を目途に開始】  

「年金相談窓口」の設置など、日本経団連、日本商工会議所及び全  
」
会
以
 
 
 

の
合
随
 
 

上
達
降
 
 
 

力により、企業等における年金に関する相談機能を充実。【19  協
 
 

の
】
 
 

会
時
 
 6 新たな年金記録管理システムの構築  

① 住民基本台帳ネットワークと連携し、住所異動、氏名変更、死亡といった変動   
が年金管理記録に反映される仕組みに転換。【23年度中を目途】  

②1人1枚の「社会保障カード」（仮称）を導入し、自宅においてもできる、常時、   
安全かつ迅速な年金記録の確認を実現。【23年度中を目途】  

7 「年金記録問題検証委員会」（総務省）による検証  【19年7月に中間発表】  

年金記録問題発生の経緯、原因、責任の所在等について、徹底的に調査一検証。  

8 「年金業務・社会保険庁監理委員会」（仮称）の設置（総務省）   

年金記録問題への対応策の着実な実施及び社会保険庁の業務の適正かつ確実な執行  
を監理するため、社会保険庁からの報告の聴取及び評価、監視、調整等を常時実施。  

【19年了月中を目途に設置】   



r 5000 万 件J の 年 金 記 録の 解 明 作 業 に つ い  
【名寄せ前の作業】  【  名  寄  せ  作  業  後  の  解  明  作  業  】  

12月  20年3月  ※  8月  19  について  

システム開発  

5000万件の記録の整理   

①氏名、性別、生年月日が   

空欄の記重訂こついて年金   

手帳番号払出簿による補   
正   

②異なる手帳番号の記録で   

同一人に係る可能性のあ   

る記録の整理  

2次名寄せ  

条件を緩和  

して名寄せ  
基
礎
年
金
書
号
未
練
合
の
厚
生
年
金
・
国
民
年
金
の
記
録
 
 
5
0
0
0
万
件
 
 

平泉年金の喪韓曹離癖寧弼な乗合せに串棚如如  

名寄せで  
きなかっ  
た記録  

（名寄せ作業後の＃明作♯）   

①名書せ以外の年金記   
録から判明する♯明   
作♯   
・失権者記録による死  
亡者・年金裁定済記  
録の除外  

②死亡・海外居住者数の   
解明作♯   
・住基ネット等の活用   

⑨名寄せ緩のお知らせ   
による解明   
・履歴の送付等による  
記録の発見   

・無年金者へのお知ら  
せによる新たな裁  
定請求  

（名寄せ換のた♯の分類）   

0名書せできた配線   
（上記●照）と名寄   

せできなかったI己録   

を分類する。   

○名書せできた記録及   

び名寄せできなかっ   

た記録それぞれにつ   
いて年齢別・加入期   

間別の分類を行う。   

0名寄せできなかった  

l己厳については、下   

記のいすれかの分類   

となる。  

（残された記ヰ   

の徹底解明）   

下記の相応によ  

り記録の内専を  

確証   

0退去勒精の  

事業所への  

嬢会（停年）  

○退去の層所  

の市町村へ  
の環会（回  

年）   

※その結果残さ   

れた記層は次   

のいすれかと   

なる  

・死亡又は串外居住  

を事人に確報  
・生存するも居所   ・生存者で孟線内奮     不憫   

死亡者又は海外居住者  

に係る記録  

過去、年金加入書匿が  
あるが基礎年金番号が  
付著されていない記録   

■受給責♯期¶満た  
さないもの  

・受給★格期¶満た  

すもの  

今後とも受給資格期間  
を満たさない記録  

転肥誤り、層出誤り  

・受給資格期間満た  
さないもの  

・受給★格期間満た   

すもの  

今後受給資格期間を満  
たす可能性のある紀録  



年金保険料の無駄遣い等への対応（潤福祉施設費）  

○平成17年12月に全基地の譲渡   

完了。  
※売却額48億円、総費用3．687億円  

○グリーンピア（大規模年   

金保養基地）  【庁改革関連法】  

O「必要な施設をすることができ   

る」旨の包括規定を廃止し、真   
に必要なものを限定列挙。   

（平成20年4月施行）  

①年金教育・広報   

②年金相談  

．③情報の提供   

⑥オンラインシステムの運用   

⑤年金担保融資  

○（独）年金・健康保険福祉施設整   

理機構（RFO）に出資（302ケ所）、   
平成22年9月までに売却。   

※病院は未出資  

○年金福祉施設  

○平成16年度よりテレビCMから   

活字媒体中心の広報に切替。  
（16，→19，予算で1／3に縮減）  

○年金広報  
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年金保険料の無駄遣い等への対応（年金事務貴）  

○職員宿舎  

○公用車  

○社会保険事務局の家賃  
○競争性及び透明性の確   

保、調達コス 

けた取組を実施  

○長官交際費  

①平成16年8月以降、原・   

則、競争入札の徹底。  

②平成16年19月に「社会   

保険庁調達委員会」を設   

置。  

③平成17年1月に「社会   

保険庁随意契約審査委   

員会」を設置。  

④ 平成17年1月に、本   

庁に「監査指導室」を設   

置。  

【庁改革関連法】  

○職員のミュージカル鑑   

賞やプロ野球観戦の福   

利厚生経費  

○受益と負担の明確化   

の観点から、保険料財   

源の充当を恒久化。   

（平成20年4月施行）   

○金銭登録機の購入  

○社会保険大学校のゴル   

フ練習場、ゴルフ道具  

○社会保険事務所のマッ   
サージ機器  

○届書印刷システム（パピ   

アート）  
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